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子
縁
か
ら
は
じ
ま
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り

　

P
T
A
や
登
下
校
の
見
守
り
な
ど
、

子
ど
も
を
通
じ
た
活
動
を
き
っ
か
け

に
、
地
域
と
つ
な
が
っ
て
み
ま
せ
ん

か
。
地
域
で
活
躍
す
る「
チ
ク
メ
ン

（
地
区
メ
ン
）」を
勧
め
る
講
師
の
講

演
と
、
子
ど
も
委
員
会
や
子
ど
も
関

係
団
体
の
活
動
報
告
な
ど
。
夢
た
ち

応
援
団
と
共
催
。
お
子
さ
ん
連
れ
で

入
場
で
き
ま
す
。
直
接
会
場
へ
。

時
1
月
25
日（
日
）午
後
2
時
〜
4
時

場
た
ま
し
ん
R
I
S
U
R
U
ホ
ー
ル

（
立
川
市
市
民
会
館
）小
ホ
ー
ル
師
市

民
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
代
表
・
庄
嶋

孝
広
さ
ん
定
2
0
0
人（
先
着
順
）保

10
人
程
度〔
1
歳
〜
学
齢
前
。
申
し

込
み
は
1
月
8
日（
木
）か
ら
子
育
て

推
進
課
へ
〕

問
子
育
て
推
進
課
・
内
線
1
3
4
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介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
か

か
る
市
民
説
明
会

　

平
成
27
年
4
月
以
降
、
介
護
保
険

制
度
の
大
き
な
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

務
保
健
係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
学
務
課
学
務
保
健
係
・
内
線
2
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1401ち
ょ
こ
っ
と
共
済

平
成
27
年
度
加
入
申
込
書
付

き
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

　
「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」は
、
交
通
事

故
に
遭
っ
た
と
き
、
見
舞
金
を
受
け

ら
れ
る
助
け
合
い
の
交
通
災
害
共
済

制
度
で
す
。

　
「
平
成
27
年
度
加
入
申
込
書
付
き

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」は
、
1
月
27
日
か

ら
1
週
間
程
度
で
各
家
庭
に
配
布
し

ま
す（「
広
報
た
ち
か
わ
」と
は
別
に

配
布
し
ま
す
）。

　

自
治
会
で
の
取
り
ま
と
め
や
個
人

で
申
し
込
む
際
に
必
要
で
す
。
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
受
付

は
1
月
27
日（
火
）か
ら
。
く
わ
し
く

は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
生
活
安
全
課
生
活
安
全
係
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3
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市
議
会
定
例
会
が
閉
会

　

平
成
26
年
第
4
回
市
議
会
定
例
会

は
、
11
月
27
日
〜
12
月
17
日
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
議
会
に
市

が
提
出
し
た
議
案
48
件
は
全
て
原
案

通
り
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

内
訳
は
▼
条
例
11
件
＝
立
川
市
図

書
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

な
ど
▼
補
正
予
算
9
件
＝
平
成
26
年

度
立
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第

7
号
）な
ど
▼
契
約
7
件
＝
旧
多
摩

川
小
学
校
改
修
工
事（
建
築
）請
負
変

更
契
約
な
ど
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者

の
指
定
18
件
、
規
約
1
件
、
人
事
1

件
、
そ
の
他
1
件
で
す
。
こ
の
ほ
か
、

議
員
提
出
議
案
6
件
が
審
議
さ
れ
可

決
、
ま
た
請
願
3
件
が
採
択
、
陳
情

2
件
が
不
採
択
に
な
り
ま
し
た
。

　

次
回
の
市
議
会
定
例
会
は
、
2
月

19
日（
木
）か
ら
開
会
さ
れ
る
予
定
で

す
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
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利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向
上

を
図
る
た
め
、
平
成
27
年
4
月
か
ら

柴
崎
・
上
砂
・
多
摩
川
図
書
館
に
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
す
。
導

入
に
合
わ
せ
、
休
館
日
を
現
在
の
月

曜
日
と
第
3
木
曜
日
か
ら
第
2
・
第

4
月
曜
日
の
月
2
日
に
変
更
し
て
開

館
日
を
増
や
す
ほ
か
、
平
日
の
開
館

時
間
を
午
後
7
時
ま
で
延
長
し
ま
す
。

　

市
は
、
こ
れ
ま
で
に
幸
・
西
砂
・

高
松
・
錦
・
若
葉
図
書
館
の
5
館
の

地
区
図
書
館
に
指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
3
館
に

同
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　

市
は
、
制
度
改
正
の
主
な
内
容
や

開
始
時
期
な
ど
に
つ
い
て
、
左
表
の

通
り
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
直
接

会
場
へ（
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
）。

問
介
護
保
険
課
介
護
給
付
係
・
内
線
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国
民
健
康
保
険

出
産
時
に
支
給
す
る
一
時
金

の
内
訳
を
変
更

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
の
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
を
、

１
月
か
ら
引
き
上
げ
ま
す
。
こ
れ
は

産
科
医
療
補
償
制
度
の
掛
金
の
見
直

し
に
伴
い
改
正
す
る
も
の
で
、
現
行

の
39
万
円
か
ら
40
万
４
千
円
に
引
き

上
げ
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
平

成
27
年
１
月
１
日
以
降
に
出
産
し
た

場
合
で
す
。

　

な
お
、
産
科
医
療
補
償
制
度
に
加

入
す
る
医
療
機
関
で
出
産
し
た
場
合
、

従
来
は
３
万
円
を
加
算
し
ま
し
た
が

今
後
は
１
万
６
千
円
の
加
算
と
す
る

た
め
、
総
額
42
万
円
の
支
給
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
1

小
・
中
学
校
入
学
通
知
書
を

発
送

　

平
成
27
年
度
に

市
立
小
・
中
学
校

に
入
学
す
る
新
1

年
生
の
保
護
者
の

方
へ
、
1
月
9
日

（
金
）に
入
学
通
知

書
を
発
送
し
ま
し
た
。
数
日
経
過
し

て
も
届
か
な
い
場
合
は
、
学
務
課
学

地
区
図
書
館
は
全
館
、
指
定
管
理
者

に
よ
る
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

●
指
定
期
間
　
平
成
27
年
4
月
〜
平

成
30
年
3
月
の
3
年
間

●
指
定
管
理
者
　
株
式
会
社
ヴ
ィ
ア

ッ
ク
ス（
中
野
区
弥
生
町
2
‒8
‒ 15
）。

3
館
を
一
括
し
て
管
理
運
営
す
る
事

業
者
を
募
集
し
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方

式（
技
術
提
案
型
受
注
者
選
考
方
式
）

に
よ
る
選
定
と
議
会
で
の
議
決
を
経

て
決
定
し
ま
し
た
。

問
中
央
図
書
館
☎（
5
2
8
）6
8
0

0

柴
崎
・
上
砂
・
多
摩
川
図
書
館

に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

開
館
日
を
増
や
し
、
開
館
時
間
を
延
長

　軽自動車税は、原動機付自転車、二輪車、軽自動車などにかかる税金です。
毎年４月１日現在の所有者（名義人）に課税されます。平成26年度の税制改
正に伴い、平成27年４月１日から下表１・２の通り税額が変更されます。
問課税課諸税係・内線1201

日程 時間 会場

１月	27	日㈫
午前	10	時から 総合福祉センター

午後	２	時から 砂川園（上砂町５-76-４）

１月	28	日㈬
午前	10	時から こぶし会館

午後	２	時から 若葉会館

２月	１	日㈰ 午前	10	時から 市役所101会議室

２月	２	日㈪ 午前	10	時から 子ども未来センター

２月	３	日㈫ 午前	10	時から 高松学習館

表１　原動機付自転車および二輪車等
種別 変更前 変更後

原動機付自転車

原付第一種 50cc以下 1,000円 2,000円
原付第二種（乙）90cc以下 1,200円 2,000円
原付第二種（甲）125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 50cc以下 2,500円 3,700円

軽自動車 軽二輪 250cc以下 2,400円 3,600円
小型自動車 二輪小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用 最高速度35km未満 1,600円 2,400円
その他 最高速度15km以下 4,700円 5,900円

表２　三輪および四輪以上の軽自動車（※1、※2）

種別
平成27年
3月31日以前
に登録

平成27年
4月1日以降
に新規登録

平成28年
4月1日以降
重課課税対
象車

軽自動車

軽三輪

660cc以下

3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪以上
乗用

自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

軽四輪以上
貨物

自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※１　平成27年３月31日以前に取得・登録済みの車両は変更ありません。
※２　平成28年度に関しては平成14年12月31日以前に最初の新規検査を受けた車両が重課

課税対象。

軽自動車税の税制改正

　平成27年４月１日以降に最初の新規検査を受けた車両から新税額が適用
されます。また、平成28年度から、グリーン化を進める観点で最初の新規
検査から13年を超過した三輪以上の軽自動車は、電気自動車等の一部の車
両を除き、重課課税されます。

4月から


